
国保条例改正について（出産育児一時金） 

改正を予定している条例及び規則 

 川越市国民健康保険条例、川越市国民健康保険に関する規則 

 

【改正の内容】 

 出産育児一時金の額を改正するとともに、引用条項に係る規定の整理をしようとするもの。 

 

【改正の概要】 

川越市国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金として一出産あたり４０万 

４千円を支給しています。ただし、当該出産が産科医療補償制度の対象であった場合は、産科 

医療補償制度の掛金１万６千円を加算した４２万円を支給しています。 

この度、令和４年１月１日以降の出産について、これまで１万６千円であった産科医療補償 

制度の掛金を１万２千円に引き下げること、また、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整 

理」（令和２年１２月２３日）において、少子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金 

の支給総額について４２万円を維持すべきこととされたことを踏まえ、健康保険法施行令等の 

一部を改正する政令が令和３年８月４日に公布されました。 

健康保険法施行令の一部改正に鑑み、川越市国民健康保険における出産育児一時金について 

も、支給金額の内訳を変更する必要が生じたため、条例を改正しようとするものです。 

また、国民健康保険法の一部改正に伴い、引用条項に係る規定の整理をしようとするもので 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１出産育児一時金の額を改正 

（健康保険法施行令の一部改正、国民健康保険条例参考例の一部改正により） 

 

出産育児一時金の支給金額（条例第４条） 

出産育児一時金に加算する額（規則第４２条） 

※下線部分が条例で規定されている金額 

※波線部分が規則で規定されている金額 

・現行 

 産科医療補償制度の対象とならない出産 

 ４０万４千円 

 産科医療補償制度の対象となる出産 

 ４２万円（４０万４千円＋産科医療補償制度の掛金 １万６千円） 

 

・改正後 

 産科医療補償制度の対象とならない出産 

 ４０万８千円 

 産科医療補償制度の対象となる出産 

 ４２万円（４０万８千円＋産科医療補償制度の掛金 １万２千円） 

 

 産科医療補償制度の対象とならない出産の例 

・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産（海外での出産を含む） 

・妊娠１２週～満２２週未満の出産（人口妊娠中絶のほか、死産、自然流産含む） 

 

２国民健康保険法の一部改正に伴う、引用条項に係る規定の整理 

 

該当箇所（条例第６条） 

・現行 

 本市は、法第８２条第１項及び第２項の規定により被保険者の健康の保持増進又は保険給付のた

めに、次に掲げる事業を行う。 

 

・改正後 

 本市は、法第８２条第１項及び第４項の規定により被保険者の健康の保持増進又は保険給付のた

めに、次に掲げる事業を行う。 

 

 国民健康保険法の一部改正により第８２条第２項が第４項に改められることに伴う規定の整理 
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